
人
権
擁
護
委
員
が 

　
　
　

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　

10
月
１
日
付
け
で
次
の
方
が
人
権
擁
護

委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

新
任　
佐
々
木　

卓
郎
さ
ん（
赤
泊
地
区
）

再
任　
中
川　

千
賀
子
さ
ん（
金
井
地
区
）

再
任　
柴
田　

博
文
さ
ん
（
小
木
地
区
）

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ

た
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
、
皆
さ

ん
の
身
の
回
り
で
起
き
た
困
り
ご
と
や
心

配
ご
と
等
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

12
月
６
日
㈭　

午
前
９
時
～
正
午

小
木
地
区
公
民
館

　
（
小
木
町
１
９
４
０
番
地
１
）

相
談
担
当
者

　

人
権
擁
護
委
員　

柴
田　

博
文

　
　
　
　
　
　
　
　

本
間　

明
美

�

予
約
制
の
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

会
場
に
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

新
潟
地
方
法
務
局
佐
渡
支
局

　

☎
74
―
３
７
８
７

「
働
き
方
」
が
変
り
ま
す

　

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
働
き
方
改
革

関
連
法
が
順
次
施
行
さ
れ
ま
す
。
主
な
ポ

イ
ン
ト
は
、
次
の
３
点
で
す
。

〇
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
導
入

〇
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取
得

〇�

正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規
雇
用
労
働

者
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止

　

働
き
方
改
革
の
実
現
の
た
め
に
、
事
業

主
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

�
詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ『「
働
き
方
改
革
」の
実
現
に
向
け
て
』

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

産
業
観
光
部
地
域
振
興
課

　

雇
用
促
進
係　

☎
63
―
４
１
５
２

新
潟
県
屋
外
広
告
物
講
習
会

　

屋
外
広
告
業
を
営
む
方
は
、
各
営
業
所

に
業
務
主
任
者
の
設
置
が
必
要
で
す
。

　

屋
外
広
告
業
を
営
も
う
と
お
考
え
の
方
、

今
後
業
務
主
任
者
に
な
る
予
定
の
あ
る
方

は
、
必
ず
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

12
月
10
日
㈪
～
11
日
㈫

新
潟
県
自
治
会
館

　
（
新
潟
市
中
央
区
新
光
町
４
番
地
１
）

11
月
30
日
㈮

�

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

県
土
木
部
都
市
局
都
市
政
策
課

　

☎
０
２
５
―
２
８
０
―
５
４
２
６

ウ
イ
ル
ス
性
（
Ｂ
型
・
Ｃ
型
） 

肝
炎
の
講
演
会
・
相
談
会

　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
は
、
肝
硬
変
や
肝
臓

が
ん
な
ど
の
肝
臓
病
の
原
因
と
な
る
病
気

で
す
。
専
門
の
先
生
か
ら
講
演
し
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

11
月
30
日
㈮

　

午
後
１
時
10
分
～
３
時
10
分

佐
渡
総
合
病
院
（
千
種
１
６
１
番
地
）

・

　
「
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
の
最
新
情
報
」

　

�

新
潟
大
学
医
歯
学
総
合
病
院
肝
疾
患
相

談
セ
ン
タ
ー

　

上
村　

博
輝　

特
任
助
教

　
「�

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
の
感
染
防
止
、
佐

渡
の
状
況
」

　

佐
渡
総
合
病
院　

　

荒
生　

祥
尚　

内
科
医
長

※�

講
演
会
終
了
後
、
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
の

患
者
・
ご
家
族
を
対
象
に
相
談
会
を
開

催
し
ま
す
。

11
月
26
日
㈪

�

佐
渡
保
健
所
で
は
、
毎
月
2
回
、
ウ
イ

ル
ス
性
肝
炎
お
よ
び
エ
イ
ズ
の
検
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
無
料
か
つ

匿
名
で
、
結
果
は
約
1
時
間
で
分
か
り

ま
す
。
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
（
相
談
電
話　

☎
74
―
４
３
０
０
）

・

佐
渡
保
健
所　

☎
74
―
３
４
０
３

ホームタンクから灯油を小分け 
する時は、その場を離れないで！
　暖房器具を多く使用する冬期間は、灯
油の流出事故が多く発生しています。
　ホームタンクからポリタンクへ小分け
する際には、その場を離れることなく、
作業後はホームタンクの元栓を確実に閉
めてください。
　油流出を放置し、川などに多量の油が
流れ込むと、水道の断水、農業や漁業へ
の被害、環境の汚染などが発生するおそ
れがあり、原因者には、対策費用や損害
賠償の請求が行われることがあります。
　油を流出させてしまったら、元栓を閉
めて応急処置を施し、最寄りの消防署や
下記お問い合わせ先へ速やかに通報して
ください。

消防本部予防課　☎５１―０１２３
　市民福祉部環境対策課
　環境対策係　☎６３―３１１３
　県佐渡地域振興局健康福祉環境部
　環境センター　☎７４―３４２８
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